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学校法⼈桜美林学園役員報酬規程 
令和３年３⽉６⽇制定 

 （⽬的） 
第 1 条 この規程は、学校法⼈桜美林学園寄附⾏為（以下「寄附⾏為」という。）第５条第 5 項の

規定に基づき、役員の報酬について必要な事項を定めることを⽬的とする。 
 
 （定義） 
第 2 条 この規程における⽤語の定義は、次のとおりとする。 

(1) 役員とは、常勤または⾮常勤の理事及び監事をいう。 
⑵ 常勤とは、学校法⼈桜美林学園（以下「本学園」という。）にて勤務することが常態の場合

をいう。 
⑶ ⾮常勤とは、前号以外の場合をいう。 
⑷ 役職とは、寄附⾏為第 6 条第 1 項に定める理事⻑、同条第 2 項に定める常務理事、及び第

25 条第 1 項に定める学園⻑をいう。 
⑸ 職員とは、本学園の専任職員として給与が⽀給されている者をいう。 
⑹ 役員の報酬等とは、報酬、退任慰労⾦、特別功労⾦その他の役員としての職務執⾏の対価と

して受ける財産上の利益であって、職員の学校法⼈桜美林学園給与規程及び学校法⼈桜美
林学園専任教職員退職⾦⽀給規程に基づくものを含まない。 

⑺ 費⽤とは、役員として職務執⾏に伴い⽣じる旅費（交通費、宿泊費等）及び⼿数料等の経費
をいう。 

 
（報酬等の⽀給） 

第 3 条 役員には、次のとおり報酬等を⽀給する。 
(1) 常勤の役員に対しては、報酬を⽀給する。 
(2) ⾮常勤の役員に対しては、報酬を⽀給する。 
(3) 常勤の役員に対しては、退任慰労⾦を⽀給する。 
２ 役員がその在職中において、本学園のために特に功績顕著と認められた場合に特別功労⾦

を退任時に⽀給することができる。 
 

 （報酬等の算定⽅法） 
第 4 条  役員報酬総額は前年度の教育活動収⼊から経常費補助⾦を控除した⾦額の１％を上限とし、

その範囲内で国⽴⼤学法⼈の報酬を参考に、当該各号について理事会が決定する。 
(1) 常勤の役員の報酬は、別表第⼀に定める額を⽀給する。 
(2) ⾮常勤の役員の報酬は、別表第⼆に定める額を⽀給する。 
(3) 常勤の役員の退任慰労⾦は、別表第三に定める範囲内で、⽀給する。 
(4) 特別功労⾦は、別表第四に定める範囲内で、⽀給することができる。 

 
 （報酬等の⽀給⽅法） 
第５条 役員の報酬等の⽀給⽇、⽀給⽅法については、以下のとおりとする。 
(1) 報酬 原則として毎⽉ 25 ⽇とし、その⽇が休⽇のときは前⽇とする。 
(2) 退任慰労⾦ ⽀給することが決定後速やかに⽀給するものとする。 
(3) 特別功労⾦ ⽀給することが決定後速やかに⽀給するものとする。 
(4) 報酬等は本⼈の銀⾏預⾦⼝座へ全額（法令で定められたものは控除する。）を振込むものと

する。ただし、本⼈の承諾あるとき⼜はやむを得ない事情があるときは、現⾦通貨⼜は銀⾏
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⼩切⼿をもって⽀給することができる。 
(5) 常勤の役員が死亡により退任した場合の退任慰労⾦は、遺族に⽀給するものとする。この場

合において、遺族の範囲及び順位は、「国家公務員退職⼿当法」に準ずる。 
 

 （費⽤） 
第６条 役員等に交通費⼜は出張旅費等を⽀給する。 
(1) 常勤役員の交通費は、学校法⼈桜美林学園給与規程第 9 条を準⽤するものとする。 
(2) ⾮常勤役員の交通費は、会議等への出席１回につき 10,000 円を⽀給する。ただし、オンラ

インによる会議への出席の場合は⽀給しない。 
(3) 役員等が職務執⾏のため出張した場合は、当該役員に対して旅費を⽀給する。出張旅費の額

は、学校法⼈桜美林学園海外旅費規程及び学校法⼈桜美林学園内国旅費規程を準⽤するも
のとする。 

(4) 役員等が職務執⾏のために必要な旅費以外の費⽤を要する場合は、当該費⽤を⽀給する。 
 
 （公表） 
第７条  本学園は、この規程をもって、私⽴学校法第 63 条の 2 第 4 号に定める報酬等の⽀給の

基準として公表する。 
 
 （補則） 
第８条  この規程の実施に関し必要な事項は、理事会において別に定める。 
 
 （改廃） 
第９条 この規程の改廃は、評議員会の意⾒を聴いた上で、理事会の議決により⾏う。 
 
附 則 
 １．この規程は、令和３年 4 ⽉ 1 ⽇から施⾏する。 
 ２．令和 2 年 4 ⽉ 1 ⽇制定の学校法⼈桜美林学園役員報酬の⽀給の基準は、廃⽌する。 
 ３．平成 8 年 4 ⽉ 1 ⽇制定の学校法⼈桜美林学園役員等報酬規程は、廃⽌する。 
 
 
別表第⼀ 常勤役員                 （単位 円） 

役員区分 常勤区分 役職区分 職員区分 報酬⽉額 
理事 常勤 理事⻑  − 1,800,000〜2,000,000 
理事 常勤 理事⻑ 職員兼務 350,000〜600,000 
理事 常勤 学園⻑  − 1,400,000〜1,800,000 
理事 常勤 学園⻑ 職員兼務 350,000〜500,000 
理事 常勤 常務理事  − 1,000,000〜1,400,000 
理事 常勤 常務理事 職員兼務 350,000 
理事 常勤 −  − 800,000〜1,200,000 
理事 常勤 − 職員兼務 150,000〜300,000 
監事 常勤 −  − 600,000〜1,200,000 

別表第⼆ ⾮常勤役員 
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役員区分 常勤区分 役職区分 職員区分 報酬月額 

理事 非常勤 常務理事 － 350,000 

理事 非常勤 － － 150,000 

監事 非常勤     150,000 

 
 
別表第三 退任慰労⾦ 

常勤理事 退任時の報酬⽉額の 12 ヶ⽉を上限とする範囲で定める 
常勤監事 退任時の報酬⽉額の 12 ヶ⽉を上限とする範囲で定める 

 
 
別表第四 特別功労⾦ 

理事 ⽀給決定時の報酬⽉額の 12 ヶ⽉を上限とする範囲で定める 
監事 ⽀給決定時の報酬⽉額の 12 ヶ⽉を上限とする範囲で定める 

 


